神奈川区会計年度任用職員（市民税等課税事務補助）募集要項


１　職務内容
(1) 市民税事務における課税資料の収集・入力確認作業・整理編綴、申告書の封入封緘・開封・整理等、納税通知書（電算出力分）の引き抜き作業等　
(2) 軽自動車税事務における入力確認作業、納税通知書（手作業分）の封入及び返戻通知書の調査等　
(3) 課税証明書発行に係る窓口の案内・応対補助
(4) 他都市からの照会回答（照会回答書の出力、返送作業等）
(5) その他定期課税等事務に関する事務補助
(6) その他、大規模災害発生時における災害対応業務
（基本的に補助的な業務で、勤務時間内のみ）

２　応募資格
(1) パソコン（ワード、エクセル）の基本操作（文書作成、表入力等）が出来ること。
(2) 住民税に関する実務経験又は知識があることが望ましい。
(3) 窓口案内において、親切、丁寧な応対ができる方

３　任用期間
(1)   募集区分１
　令和８年４月１日から令和８年６月30日まで
(2)   募集区分２
　令和８年４月１日から令和８年５月31日まで

４　勤務場所
神奈川区役所税務課

５　募集人数、勤務日、勤務時間
(1)  募集区分１
２人
原則、所属長が指定する週３日勤務（土・日曜日、国民の祝日、閉庁日を除く）
勤務する月によって勤務時間が異なります。
	令和８年４月１日から令和８年５月31日までの勤務時間
	10時から17時までの６時間
※休憩時間は11時から14時のうち１時間

	令和８年６月１日から令和８年
６月30日までの勤務時間
	９時から17時までの７時間
※休憩時間は11時から14時のうち１時間


(2) 募集区分２
１人
原則、所属長が指定する週３日勤務（土・日曜日、国民の祝日、閉庁日を除く）
10時から17時までの６時間（休憩時間は11時から14時のうち１時間）




６　勤務条件
(1) 給与
時給：1,464円
公募時点の予定額です。制度改正等により金額は変更になる可能性があります。
(2) 通勤費用
実費相当額を別途支給
(3) 休暇
年次休暇等
※横浜市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則のとおり
(4) 社会保険及び雇用保険
　　加入要件に該当しません。
(5) その他勤務条件等は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関連規定に基づきます。

７　応募方法
(1)　提出書類
　会計年度任用職員申込書
※　申込書はホームページからダウンロードできます。
※　募集区分１～２の複数の区分に重複して応募することも可能です。
（採用はそのうちの１つの区分になります。）

(2)　提出方法
神奈川区税務課市民税担当（区役所本館３階325番窓口）へ持参又は郵送
〒221-0824　神奈川県横浜市神奈川区広台太田町３番地８
横浜市神奈川区役所税務課市民税担当
会計年度任用職員（市民税等課税事務補助）採用担当宛

※　持参の場合、書類の受付は平日の９時から17時までです。
※　提出書類は返却いたしません。

(3)　提出期限
ア　持参：令和８年２月20日　金曜日（17時まで）
イ　郵送：令和８年２月20日　金曜日（必着）

８　選考方法
　書類選考（提出された申込書の書類審査、経歴評定により選考します。）

９　合否決定及び採用・不採用通知
郵送にて通知します。（令和８年２月下旬以降発送予定）

10　問い合わせ先
横浜市神奈川区役所税務課市民税担当
小池、水野
電話：045-411-7049（受付時間：平日９時から17時まで）
